
号

外

三�
令

和

二

年

二

月
二
十
八
日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

廃
棄
物
対
策
課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

人

事

課)

二

規

則

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
八
号

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
リ
サ
イ
ク
ル
認
定
製
品
の
認
定
及
び
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
九
年

岐
阜
県
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
九
の
項
中｢

ば
い
じ
ん
又
は
燃
え
殻
を
使
用
し
た
地
盤
改
良
材
に
あ
っ
て
は
、
六
〇
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
使
用
し
て
い
る
こ
と
。｣

を

｢

ば
い
じ
ん
、
燃
え
殻
、
汚
泥
又
は
高
炉
ス
ラ
グ
を
使
用
し

ば
い
じ
ん
又
は
燃
え
殻
を
使
用
し
た
地
盤
改
良
材
に
あ
っ

た
路
盤
材
に
あ
っ
て
は
、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
使
用
し
て
い
る
こ
と
。

て
は
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
使
用
し
て
い
る
こ
と
。

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和２年２月28日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日



訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
事
務
決
裁
規
程(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
三
建
築
指
導
課
の
表
二
の
項
部
長
専
決
事
項
の
欄
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第

六
号
と
し
、
同
欄
第
四
号
中｢

第
十
五
条
第
三
号｣

を｢

第
十
五
条
第
二
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
欄

第
五
号
と
し
、
同
欄
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
を
第
二
号
と
し
、

同
号
の
前
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１

法
第
四
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
認
定

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 令和２年２月28日 ( )２
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阜
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ぷ
り
ん
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